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第３章 個人情報保護対策 
第１節 条例制定団体の状況 

 

第63-1図 条例制定団体数及び制定率の推移 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第63-2図 条例制定団体数及び制定率の推移 

市区町村 
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第２節 条例の規定内容等 

 １ 条例における主な規定内容 

(1) 対象部門 

第64図 条例等の規制対象とする部門の範囲 

都道府県                                    市区町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 処理形態の範囲 

第65図 処理形態の範囲 

都道府県                                    市区町村 
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合計 
1,800 
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合計 
47 

(100%) 

電子計算機処理のみを対象…0 

マニュアル処理も対象…47 

電子計算機処理のみを対象…32 

マニュアル処理も対象…1,768 



 56

(3) 保護の対象種類 

第66図 保護の対象種類 

都道府県                                    市区町村 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 個人情報システムの設置・変更に関する規制 

第67図 個人情報システムの設置・変更に関する規制の有無 

都道府県                                    市区町村 
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第68図 個人情報システムの設置・変更に関する規制 

都道府県（※47団体中）                        市区町村（※1,739団体中） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 収集・記録規制 

ア 目的による規制 

 

第69図 目的による規制の有無 

都道府県                                    市区町村 
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イ 方法による規制 

 

第70図 方法による規制の有無 

都道府県                                    市区町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第71図 方法による規制 

都道府県（※47団体中）                        市区町村（※1,766団体中） 
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ウ 情報の種類による規制 

第72図 情報の種類による規制の有無 

都道府県                                    市区町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第73図 情報の種類による規制 

都道府県（※44団体中）                        市区町村（※1,731団体中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74
(4.3%)

1,657
(95.7%)

44
(100%)

1,731
(96.2%)

69
(3.8%)

44
(93.6%)

3
(6.4%)

規制している…44 

規制していない…3 

規制している…1,731 

規制していない…69 

合計 
1,800 
(100%) 

合計 
47 

(100%) 

全面禁止…0 

部分的に禁止（適用除外の規定）…44 

全面禁止…74 

部分的に禁止（適用除外の規定）…1,657 

合計 
1,731 
(100%) 

合計 
44 

(100%) 



 60

(6) 利用・提供規制 

 

第74図 利用・提供規制の有無 

都道府県                                    市区町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第75図 利用・提供規制 

都道府県（※47団体中）                        市区町村（※1,795団体中） 
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(7) オンライン規制 

 

第76図 オンライン規制の有無 

都道府県                                    市区町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第77図 オンライン規制 

都道府県（※42団体中）                        市区町村（※1,641団体中） 
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   (8) 維持管理に関する規制 

 

第78図 維持管理に関する規制の有無 

都道府県                                    市区町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第79図 維持管理に関する規制 

都道府県（※47団体中）                        市区町村（※1,785団体中） 
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(9) 自己情報の開示・訂正等 

 

第80図 自己情報の開示・訂正等 

都道府県                                    市区町村 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 運用状況、個人情報の処理状況、記録項目等の公表 

※条例の運用状況、電子計算機システムによる個人情報の処理状況、電子計算機システムの 

記録項目等についての公表の規定 

 

第81図 運用状況、個人情報の処理状況、記録項目等の公表についての規定の有無 

都道府県                                    市区町村 
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 (11) 外部委託時の規制 

 

第82図 外部委託時の規制の有無 

都道府県                                    市区町村 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第83図 外部委託時の規制 

都道府県（※47団体中）                        市区町村（※1,780団体中） 
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(12) 個人情報処理に係る職員の責務 

 

第84図 個人情報処理に係る職員の責務に関する規定の有無 

都道府県                                    市区町村 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第85図 個人情報処理に係る責務を課した者 

都道府県（※47団体中）                        市区町村（※1,758団体中） 
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   (13) 罰則 

 

第86図 罰則規定の有無 

都道府県                                    市区町村 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 当該地方団体職員対象の罰則 

 

第87図 当該地方団体職員に対する罰則規定の有無 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,258団体中） 
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① 懲役・禁錮 

 

第88図 懲役又は禁錮を科する規定の有無 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,225団体中） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第89図 懲役・禁錮 

都道府県（※47団体中）                        市区町村（※1,214団体中） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47
(100%)

1,214
(99.1%)

11
(0.9%)

合計 
1,225 
(100%) 

規定がある…47 

規定がない…0 

規定がある…1,214 

規定がない…11 

合計 
47 

(100%) 

１
年
以
下
の
懲
役
・
禁
固 

１
年
超
２
年
以
下
の
懲
役
・
禁
固 

１
年
以
下
の
懲
役
・
禁
固 

１
年
超
２
年
以
下
の
懲
役
・
禁
固 

100%

(47)

6.4%

(3)

0%

20%

40%

60%

80%

100%
93.5%

(1,135)

13.9%

(169)

0%

20%

40%

60%

80%

100%



 68

② 罰金・科料 

 

第90図 罰金又は科料を科する規定の有無 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,225団体中） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第91図 罰金・科料 

都道府県（※47団体中）                        市区町村（※1,216団体中） 
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③ 過料 

 

第92図 過料を科する規定の有無 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,225団体中） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ その他 

 

第93図 その他の罰則規定の有無 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,225団体中） 
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⑤ 濫用不正収集罰則 

 

第94図 職権濫用により不正収集した場合の罰則規定の有無 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,225団体中） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 受託業者対象の罰則 

 

第95図 受託業者に対する罰則規定の有無 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,258団体中） 
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① 懲役・禁錮 

 

第96図 懲役又は禁錮を科する規定の有無 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,211団体中） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第97図 懲役・禁錮 

都道府県（※47団体中）                        市区町村（※1,178団体中） 
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② 罰金・科料 

 

第98図 罰金又は科料を科する規定の有無 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,211団体中） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第99図 罰金・科料 

都道府県（※47団体中）                        市区町村（※1,201団体中） 
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③ 過料 

 

第100図 過料を科する規定の有無 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,211団体中） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ その他 

 

第101図 その他の罰則規定の有無 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,211団体中） 
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   (14)  附属機関の設置 

 

第102図 附属機関（審議会等）の設置に関する規定の有無 

都道府県                                    市区町村 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (15)  申出等への措置 

 

第103図 申出等への措置に関する規定の有無 

都道府県                                    市区町村 
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第104図 申出等への措置 

都道府県（※47団体中）                      市区町村（※1,762団体中） 
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 ２ 民間事業者に対する規定 

(1) 事業者の責務 

 

第105図 事業者の責務に関する規定の有無 

都道府県                                    市区町村 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第106図 事業者の責務 

都道府県（※39団体中）                      市区町村（※1,475団体中） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 事業者に対し、個人情報保護の必要性を認識し、個人情報に係る人格的利益の侵害を防止する措置

を講ずることを求めるなど、抽象的な責務又は努力要請の規定 

※２ 地方公共団体が講ずる保護対策に協力する責務を事業者が有する旨の規定 
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(2) 条例適用上の注意 

※ 事業者の営業の自由等との関連を考慮し、不当に事業者の権利と自由を侵害することがないよう、

保護条例の取扱いに当たって注意を促す規定 

 

第107図 条例適用上の注意を促す規定の有無 

都道府県                                    市区町村 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 事業者に対する規制 

 

第108図 事業者に対する規制の有無 

都道府県                                    市区町村 
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ア 自主的規制の指導・助言 
※ 事業者に対し、その責務を遂行させるために必要な措置を指導・奨励する規定 

 

第109図 自主的規制の指導・助言を行う規定の有無 

都道府県（※28団体中）                       市区町村（※617団体中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 指針の作成 
※事業者が講ずるべき保護対策の指針を地方公共団体が作成する旨の規定 

 

第110図 指針を作成する規定の有無 

都道府県（※28団体中）                       市区町村（※617団体中） 
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ウ 登録届出制度 
※事業者の個人情報の保有状況、取扱方法等の概要等を地方公共団体が備える登録簿に登録し、

これを住民に公開する旨の規定 

 

第111図 登録届出制度の有無 

都道府県（※28団体中）                       市区町村（※617団体中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第112図 登録届出制度 

都道府県（※2団体中）                       市区町村（※3団体中） 
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(4) 地方公共団体の監視体制 

 

第113図 地方公共団体の監視体制に関する規定の有無 

都道府県                                    市区町村 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第114図 地方公共団体の監視体制 

都道府県（※26団体中）                        市区町村（※652団体中） 
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提供・調査・立入調査等への協力を要請する旨の規定 
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(5) 苦情の処理 
※ 事業者の活動に起因する個人情報に係る人格的利益の侵害に関する住民の苦情に対応するため 

  地方公共団体内に苦情相談窓口を置くなどの規定 

 

第115図 苦情の処理についての規定の有無 

都道府県                                    市区町村 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 罰則 

 

第116図 罰則規定の有無 

都道府県                                    市区町村 
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第117図 罰則 

都道府県（※該当無し）                        市区町村（※50団体中） 
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第３節 目的外使用等 

 

第118-1図 目的外使用等（複数回答） 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第118-2図 目的外使用等（複数回答） 
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第４節 実施機関 

     ※ そもそもその機関が存在していない団体は下図には含まれていません 

 

第119-1図 実施機関（複数回答） 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第119-2図 実施機関（複数回答） 
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第５節 個人情報保護に関する体制整備等 

（注）対象期間：平成20年4月1日～平成21年3月31日 

 １ 個人情報保護に関する管理体制の整備 

 

第120図 個人情報保護に関する管理体制の整備 

都道府県                                       市区町村 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 職員に対する教育・研修の実施 

 

第121図 職員に対する教育・研修の実施 

都道府県                                    市区町村 
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 ３ 監査・点検の実施 

 

第122図 監査・点検の実施 

都道府県                                    市区町村 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 住民への個人情報保護制度の周知 

 

第123図 住民への個人情報保護制度の周知 

都道府県                                       市区町村 
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 ５ 過剰反応対策 

 

第124図 過剰反応対策 

都道府県                                       市区町村 
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